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       重要事項説明書（居宅介護支援事業） 

                                                                       

                        （利用者）            様 
                               

令和２年４月１日現在 

  契約者が居宅での介護サービスやその他の保健医療サービス、福祉サービスを適切に利用
することができるよう、次のサービスを実施します。 

契約者の心身の状況や契約者とその家族等の希望を伺い、「居宅サービス計画（ケアプラ
ン）」を作成します。 

契約者の居宅サービス計画に基づくサービス等の提供が確保されるよう、契約者及びその
家族等、指定居宅サービス事業者等との連絡調整を継続的に行い、居宅サービス計画の実施
状況を把握します。 

必要に応じて、事業者と契約者双方の合意に基づき居宅サービス計画を変更します。 

 
１ 事業者                                                
 事業者名  社会福祉法人観音寺市社会福祉協議会 

 所 在 地  観音寺市坂本町一丁目１番６号観音寺市社会福祉センター 

 代表者名  会長 白川 晴司 設立年月日  平成１７年１０月１１日 

 電話番号  ２５－７７７３ ﾌｧｯｸｽ番号  ２５－７７３６ 

 

２ 事業所の概要                                                  
 事業所名  社会福祉法人観音寺市社会福祉協議会 

 所 在 地  観音寺市坂本町一丁目１番６号 観音寺市社会福祉センター 

 管理者名  篠原 礼子（主任介護支援専門員）  

 電話番号  ５７－５１３５ ﾌｧｯｸｽ番号  ２５－７７９０ 

 介護保険事業所番号 ３７７０５００４７２号 

居宅介護支援事業 平成１７年１０月１１日指定 
平成２９年１０月１１日指定更新 

サービス提供地域（通常の事業の実施地域）   観音寺市及び三豊市内 

 
３ 事業の目的と運営方針 

事業の目的 
  介護状態にある高齢者等の方々が可能な限りその居宅において、その有す
る能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう適正で質の良いサ
ービスを提供することを目的にします。 

運営の方針 

  利用者の居宅を訪問し、要介護者の有する能力や提供を受けている指定居
宅サービス、また、そのおかれている環境等の課題分析を通じて、自立した
日常生活を営むことが出来るように「居宅サービス計画」等の作成及び変更
をします。 
 また、関係市町村や地域包括支援センター及び地域の保健・医療・福祉サ
ービスと綿密な連携および連絡調整を行い、サービス担当者会議等の開催を
通じて実施状況の把握に努めます。 

 
４ 事業所の職員体制等 

 
 

 
５ 営業日及び時間 

   営業日 月曜日～金曜日（祝日及び１２月２９日～１月３日を除く。） 

   時 間 午前８時３０分～午後５時１５分 

        （連絡先）５７－５１３５  
※利用者の要望があれば、上記営業日及び時間以外でも相談に応じます。 

実人数 
常 勤 非常勤 

合 計 
常勤換算 
人 数 専従 非専従 専従 非専従 

介護支援専門員 ２人 １人 ３人 ０人 ６人 ５．０人 

事務員 ０人 １人 ０人 ０人 １人 ０．１人 
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        （時間外連絡先）５７－６０１６ 
 
６ 居宅介護支援申し込みからサービス提供までの流れ             〈 別紙１参照 〉 
    
７ サービス利用料及び利用者負担 

（１）利用料 

     居宅介護支援の利用料は、法定代理受領により、本事業所に介護保険給付が支払わ

れる場合は、利用者の負担はありません。居宅介護支援の利用料は次のとおりです。 

    居宅介護支援・・・・要介護１・２の場合  １０，５７０円／月 

                   要介護３～５の場合  １３，７３０円／月 

     ただし、介護保険料の滞納等により、法定代理受領ができなくなった場合は、介護

報酬の告示上の額をいただき、事業所からサービス提供証明書を発行します。このサ

ービス提供証明書を、後日各市町の窓口に提出すると全額払い戻しを受けることがで

きます。 

（２）加算金 

    加算金は、以下の要件を満たす場合に算定されます。ただし、法定代理受領により

本事業所に対し介護保険給付が支払われる場合は、利用者の負担はありません。 

加算の種類 加算額(円) 加 算 の 要 件 

初回加算 ３，０００ 
新規あるいは要介護状態区分が２区分以上変更された利用者に対

し居宅サービス計画を作成した場合（１月に１回を限度） 

入院時情報 
連携加算（Ⅰ） 

２，０００ 
利用者が入院してから３日以内に医療機関に必要な情報を提供し

た場合（１月に１回を限度） 

入院時情報 
連携加算（Ⅱ） 

１，０００ 
利用者が入院してから４以上７日以内に医療機関に必要な情報を提

供した場合（１月に１回を限度） 

退院・退所 

加算（Ⅰ）イ 
４，５００ 

病院や施設等の職員から必要な情報をカンファレンス以外の方法

により１回受けている場合（入院・入所中に１回を限度） 

退院・退所 

加算（Ⅰ）ロ 
６，０００ 

病院や施設等の職員から必要な情報をカンファレンスにより１回

受けている場合（入院・入所中に１回を限度） 

退院・退所 
加算（Ⅱ）イ ６，０００ 

病院や施設等の職員から必要な情報をカンファレンス以外の方法

により２回以上受けている場合（入院・入所中に１回を限度） 

退院・退所 

加算（Ⅱ）ロ 
７，５００ 

病院や施設等の職員から必要な情報を２回（うち１回以上はカンフ

ァレンスによる）受けている場合（入院・入所中に１回を限度） 

退院・退所 
加算（Ⅲ） 

９，０００ 
病院や施設等の職員から必要な情報を３回以上（うち１回以上はカ

ンファレンスによる）受けている場合（入院・入所中に１回を限度） 

小規模多機能型

居宅介護事業所

連携加算 

３，０００ 

利用者が小規模多機能型居宅介護事業所を利用するに当たって必要

な情報を提供し、小規模多機能型居宅介護事業所における居宅サー

ビス計画の作成等に協力した場合  

緊急時等居宅

カンファレン

ス加算 

２，０００ 

病院等の求めにより、医師等と共に居宅を訪問してカンファレンス

を行い、利用者に必要な居宅サービス等の利用調整を行った場合（１

月に２回を限度） 

特定事業所 

加算Ⅲ 
３，０００ 

主任介護支援専門員を配置し、質の高いケアマネジメントを実施で

きる体制を整える等、一定の要件の一部を満たした場合 

(３)交通費   
通常の事業の実施地域内を訪問する場合であれば交通費は必要ありません。 

      また、通常の事業の実施地域を越える地域に訪問・出張する必要がある場合には、そ

の実費（旅費）の支払いが必要になることがありますので担当職員にご相談下さい。 

 なお、自動車を使用した場合の交通費は、次の額を実費としていただくことがありま

す。 
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①  通常の事業の実施地域を越える地点から片道おおむね５キロメートル未満は、 

２００円です。 

②  通常の事業の実施地域を越える地点から片道おおむね５キロメートル以上は、 

       １キロメートル増すごとに２０円を加算します。 

（４）契約の解約料 

     利用者はいつでも契約を解約することができ、料金はかかりません。 
 

８ 事業の提供に当たって 
（１）利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される居

宅サービス等が特定の種類又は特定の居宅サービス事業所に不当に偏ることのないよう

公正・中立に行います。 
（２）事業所は利用者に提供した居宅介護支援について記録を作成し、その完結の日から５

年間保管するとともに、利用者又は代理人の請求に応じて閲覧に供し、実費負担により

複写物を交付します。 

（３）利用者が入院された場合は、担当の介護支援専門員の氏名及び連絡先を入院先の医療

機関にお伝えください。 
 

９ 秘密の保持 

   事業者は、業務上知り得た利用者及びその家族の方に関する秘密及び個人情報につい

ては、利用者又は第三者の生命、身体等に危険がある場合など正当な理由がある場合を

除いて、契約中及び契約終了後、第三者に漏らすことはありません。 

   また、あらかじめ文書により利用者の同意を得た場合は、前項の規定にかかわらず、

一定の条件の下で個人情報を利用できるものとします。           〈別紙２参照〉 
    

10 事故発生時の対応 

（１）本事業所は、利用者に対する居宅介護支援の提供により事故が発生した場合には、「事

故発生時連絡マニュアル」に沿って速やかに市、利用者の家族等に連絡を行うとともに、

必要な措置を行います。また、事故の原因を解明し、再発生を防ぐための対策を講じま

す。 

（２）本事業所は、サービスの提供に伴って、事業所の責めに帰すべき事由により賠償すべ

き事故が発生した場合には、速やかに損害賠償を行います。 
 
11 緊急時の連絡先 

利用者の 
主治医 

氏   名  

医療機関  

所 在 地  

電話番号  

家族等緊急

連絡先 Ⅰ 

氏  名  （続柄：     ） 

住  所  

電話番号  

家族等緊急

連絡先 Ⅱ 

氏  名  （続柄：     ） 

住  所  

電話番号  
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12 相談窓口、苦情対応  
  ○ サービスに関する相談や苦情については、次の窓口で対応します。 

    【本事業所お客様相談コーナー】 
電話番号 ２５－７７７３           ﾌｧｯｸｽ番号 ２５－７７３６ 

        責任者    常務理事(兼)事務局長 高橋 守 
対応時間  午前８時３０分～午後５時 月曜～金曜日（祝日、年末年始を除く。） 

  ○ 次の公的機関においても苦情申出等ができます。 

   【観音寺市介護保険相談窓口】 

     所在地：観音寺市坂本町一丁目１番１号 

     電話番号 ２３－３９６８      ﾌｧｯｸｽ番号 ２３－３９９３ 

      対応時間  午前８時３０分～午後５時 月曜～金曜日（祝日、年末年始を除く。） 

    【三豊市介護保険相談窓口】 

     所在地：三豊市高瀬町下勝間２３７３番地 

     電話番号 ７３－３０１７      ﾌｧｯｸｽ番号 ７３－３０２３ 

      対応時間  午前８時３０分～午後５時 月曜～金曜日（祝日、年末年始を除く。） 

   【香川県国民健康保険団体連合会相談窓口】 

     所在地：高松市福岡町二丁目３番２号 

     電話番号 ０８７－８２２－７４３５ ﾌｧｯｸｽ番号 ０８７－８２２－７４５５ 

     対応時間 午前９時～午後５時   月曜日～金曜日（祝日、年末年始を除く。） 

 

 

令和  年  月  日 

 
  サービス提供開始に当たり、本書面に基づいて重要な事項の説明を行いました。 

           ［説  明  者］ 事業者名 社会福祉法人観音寺市社会福祉協議会 

                   氏 名                    印 

 

 私は、事業者からサービスについての重要事項野説明を受け、居宅サービスの提供開始に

同意しました。 

 また、私及びその家族の個人情報については、説明を受けた必要最小限の範囲で使用する

ことに同意します。 

       ［利 用 者］  住 所 

               

 氏 名                   印 

 

       ［利用者家族］  住 所 

 

               氏  名                     印 

 

［代 理 人］  住 所 

 

               氏 名                      印 



 5 

＜別紙１> 

サービス提供の標準的な流れ 
 

１ 担当する介護支援専門員(ケアマネージャー)は、次のとおりです。 

    介護支援専門員 氏 名                  

２ 担当する介護支援専門員を事業者側の事情により変更する場合は、あらかじめ利用者と協

議します。 

 
 

居宅サービス計画作成等のサービス利用申込 

 

本事業所に関すること、居宅サービス計画作成の手順、サービスの内容に関しての重要な事項

を説明します。 

                     ＊本事業所と契約するかどうかを決めていただ

きます。 

 

居宅サービス計画などに関する契約締結 

 

介護支援専門員がお宅を訪問し、利用者の解決すべき課題を把握します。 

 

地域の各サービス提供事業者の内容や料金等をお伝えし、利用するサービスを選んでいただき

ます。（利用者からも、複数の事業者の情報提供を求めることができます。） 

 

提供する居宅サービスに関して、居宅サービス計画の原案を作成します。 

 

計画に沿ってサービスが提供されるようサービス提供事業者とサービス利用の調整を行いま

す。（利用者は、サービス事業者が選定された理由の説明を求めることができます。） 

                     ＊サービス利用に関して説明を行い、利用者や

家族の意見を伺い、同意をいただきます。 

 

居宅サービス計画に沿って、サービス利用票、サービス提供票の作成を行います。 

 

サービス利用 

 

利用者や家族と毎月連絡を取り、サービスの実施状況の把握を行い、サービス提供事業者と連

絡調整を行います。（少なくとも月 1 回は、自宅に訪問させてもらいます。） 

 

毎月の給付管理票の作成を行い、国保連合会に提出します。 

 

利用者の状態について、定期的な再評価を行います。また、提供されるサービスの実施状況の

把握を行います。 

 

居宅サービス計画の変更を希望される場合、必要に応じて計画の変更を行います。 
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〈別紙２〉 
個人情報の利用目的 

 社会福祉法人 観音寺市社会福祉協議会（以下：本事業者）では、個人情報保護法及び厚生労

働省の「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン」を遵守

し、利用者の権利と尊厳を守り、安全管理に配慮する「個人情報の保護に関する基本方針」に基

づき、次のとおり個人情報の「利用目的」を公表します。 

（その１）利用者へ介護保険サービスを提供する際に以下の目的で利用します。 
１ 本事業所内部で利用する際の目的は次のとおりです。 

① 利用者に提供する介護保険サービスのうち次のもの 
・居宅サービス計画並びに介護サービス計画の作成業務 
・利用者の診療等に際し、外部の医師の意見・助言を求める場合 
・家族等への心身の状況説明 

② 介護保険に関わる事務全般に関わること 
③ 介護保険サービスの利用に係る管理運営業務のうち次のもの 

・利用等に関わる管理業務 
・会計・経理業務 
・介護事故、緊急時等の専門機関等への報告 
・利用者への介護・医療サービスの向上に関する業務 

２ 他の介護事業所等への情報提供で利用する際の目的は次のとおりです。 
① 本事業所が利用者に提供する介護保険サービスのうち次のもの 

・利用者に居宅サービスを提供する他の居宅サービス事業所や医療機関等との連携

（サービス担当者会議等）、照会への回答 
・利用者の病状の急変や治療等に際し、医療機関への連絡・情報提供 
・家族等への心身の状況の説明 
・虐待等、生命・財産の侵害の防止に係る情報提供 
・介護認定審査会、地域包括支援センターへの情報提供 

② 介護保険事務で利用する際の次のもの 
・介護保険事務の委託（一部委託含む。） 
・国民健康保険団体連合会へのレセプトの提出 
・国民健康保険団体連合会又は保険者からの照会への回答 

③ 損害賠償保険などに係る保険会社等への相談又は届出等で利用する場合 

（その２）上記以外に本事業所の管理運営業務のため、以下の目的で利用します。 
１ 本事業所内部で利用する際の目的は次のとおりです。 

・介護サービスや業務の維持・改善・向上のための基礎資料 
・本事業所において行われる学生・ボランティア等の実習への協力 

２ 他の事業所等への情報提供で利用する際の目的は次のとおりです。 
・外部監査機関、評価機関等への情報提供 

 なお、あらかじめ利用者本人の同意なしに、利用目的の必要な範囲を超えて個人情報を取り扱

うことはしません。 
 また、外部への症例報告等に利用する場合は、個人が特定されないような匿名化を図るととも

に、必要に応じて事前に説明を行います。 

令和２年４月１日 

事業者  社会福祉法人 観音寺市社会福祉協議会 
代 表  会長  白川 晴司 
事業所  社会福祉法人 観音寺市社会福祉協議会 
居宅介護支援事業管理者 篠原 礼子 

 


